
○
文
教
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

（
衆
）
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提
出
時
の
先
議
院
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会
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委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

114

国
会
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教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
衆
）

平
成

元
、
三
、
一
七

元
、
一
二
、
四

元
、
一
二
、
一
四

可
　
　
決

元
、
一
二
、
一
五

可
　
　
決

元
、
九
、
二
八

元
、
一
一
、
二
九

可
　
　
決

元
、
一
一
、
三
〇

可
　
　
決

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
　
衆
　
継
　
続

114
国
会

68

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
及
び
昭
和
六
十
二
年

度
及
び
昭
和
六
十
三
年
度
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職

員
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
の
特
例
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"　
　
　
　
　

三
、
二
九　
　

一
二
、
一

　
　
一
二
、
一
四

可
　
　
決

　
　
一
二
、
一
五

可
　
　
決

九
、
二
八

　
　
一
二
、
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一

修
　
　
正

百
十
四
回
国
会

百
十
五
回
国
会

　
　
衆
　
継
　
続

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
十
四
回
国
会
閣

法
第
四
九
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
高
等
学
校
の
教
育
課
程
の
基
準
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
六
年
度

　
　
か
ら
、
教
科
「
社
会
」
が
「
地
理
歴
史
」
及
び
「
公
民
」
に
再
編

　
　
成
さ
れ
る
た
め
、
高
等
学
校
の
免
許
教
科
の
「
社
会
」
も
「
地
理

　
　
歴
史
」
及
び
「
公
民
」
に
改
め
る
こ
と
。

二
、
平
成
二
年
度
の
大
学
入
学
者
か
ら
、
「
地
理
歴
史
」
又
は
「
公

　
民
」
で
養
成
教
育
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
前
の
入
学
者
に
つ

　
い
て
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
従
前
ど
お
り
「
社
会
」

　
の
免
許
状
を
授
与
す
る
こ
と
。

三
、
「
社
会
」
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
は
、
高
等
学
校
の
教
科

　
が
改
正
さ
れ
る
平
成
六
年
四
月
一
日
に
、
「
地
理
歴
史
」
及
び

　
「
公
民
」
の
各
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
と
み
な
す
こ
と
。

四
、
免
許
状
の
授
与
等
に
係
る
手
数
料
の
金
額
に
つ
い
て
、
「
政
令

　
で
定
め
る
金
額
」
を
「
実
費
を
勘
案
し
政
令
で
定
め
る
金
額
」
に



改
め
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
文
教

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
及
び
昭
和
六
十
二
年
度
及

　
び
昭
和
六
十
三
年
度
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
の
年
金

　
の
額
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、

　
最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
私
立
学
校
教
職
員
共

　
済
組
合
の
長
期
給
付
の
改
善
を
図
る
ほ
か
、
在
職
中
で
も
六
十
五
歳

　
か
ら
年
金
支
給
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
所
要
の
措
置
を
講
じ

　
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
な
お
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
、
標
準
給
与
の
月
額
の
再
評
価
に

　
関
す
る
実
施
時
期
の
繰
上
げ
、
こ
れ
に
伴
う
平
成
元
年
度
に
お
け
る

　
年
金
の
額
の
改
定
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
定
の
削
除
等
の
修
正
が

　
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
期
経
理
、
短
期
経
理
の
状
況
と
今

　
回
の
改
正
が
及
ぼ
す
影
響
、
年
金
制
度
一
元
化
に
向
け
て
の
私
立
学

　
校
教
職
員
共
済
組
合
の
あ
り
方
、
国
民
年
金
制
度
加
入
に
伴
う
学
生

　
の
負
担
の
軽
減
措
置
の
あ
り
方
、
そ
の
他
私
学
を
め
ぐ
る
諸
般
の
問

題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ

っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
二
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
次
に
、
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
高
等

学
校
の
教
科
の
改
正
に
伴
い
、
高
等
学
校
の
免
許
教
科
の
「
社
会
」
を

　
「
地
理
歴
史
」
及
び
「
公
民
」
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
社
会
科
再
編
成
の
経
緯
と
そ
の
是
非
、

学
習
指
導
要
領
の
性
格
と
あ
り
方
、
国
際
性
涵
養
の
教
育
の
進
め
方
、

高
校
や
教
員
養
成
課
程
の
条
件
整
備
の
必
要
性
等
の
諸
問
題
に
つ
い

て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
参
考
人
の
意
見
も
聴
取

い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願

い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・

護
憲
共
同
を
代
表
し
て
会
田
委
員
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
を
代
表

し
て
田
沢
委
員
よ
り
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
高
崎
委
員
よ

り
反
対
の
討
論
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
ま
し
た
。
次
い
で
、
採
決
の
結

果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
い
た
し
ま
し
た
。



　
な
お
、
戦
後
の
社
会
科
教
育
の
理
念
の
尊
重
な
ど
三
項
目
か
ら
な

る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
及
び
昭
和
六
十
二
年
度
及
び
昭
和
六
十

三
年
度
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定

の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
十
四
回
国

会
閣
法
第
六
八
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
私

　
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
長
期
給
付
に
つ
い
て
給
付
の

　
改
善
を
図
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

　
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
理
事
は
、
理
事
長
が
文
部
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命
す
る
こ
と
。

　
二
、
掛
金
及
び
給
付
の
基
礎
と
な
る
標
準
給
与
の
月
額
の
上
限
を
四

　
　
十
七
万
円
か
ら
五
十
三
万
円
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
等

　
　
級
の
区
分
を
四
十
四
等
級
か
ら
三
十
等
級
に
改
め
る
こ
と
。
た
だ

　
　
し
、
短
期
給
付
に
係
る
標
準
給
与
の
等
級
に
つ
い
て
は
、
政
令
で

　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
更
に
上
位
の
等
級
を
加
え
る
こ
と
が
で

　
き
る
こ
と
。

三
、
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
給
与
の
月
額
の
再
評
価
を

　
行
’
つ
こ
と
。

四
、
私
立
学
校
教
職
員
の
雇
用
の
実
態
及
び
厚
生
年
金
保
険
と
の
均

　
衡
を
考
慮
し
て
、
私
立
学
校
に
在
職
す
る
六
十
五
歳
以
上
の
教
職

　
員
に
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
六

　
十
五
歳
以
上
の
在
職
者
に
年
金
を
支
給
す
る
措
置
は
、
平
成
二
年

　
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

　
な
あ
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
標
準
給
与
の
月
額
の
再
評
価
の
実
施

時
期
の
繰
上
げ
、
こ
れ
に
伴
う
平
成
元
年
度
に
お
け
る
年
金
の
額
の

特
例
改
定
措
置
に
関
す
る
規
定
の
削
除
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
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